2026年　民間主要産別等統一要求方針
	労働組合名
	ゴム連合大阪府協



１．統一要求方針
	賃上げ要求方針
	職場環境改善の取り組み（働き方改革等）

	月　例　賃　金　等
	１　具体的な要求
　(1)個別銘柄(年齢ポイント)ごとの「最低到達水準」「到達目標水準」
　　【ゴム連合賃金目標水準・到達水準・最低水準】
　　　目標水準：359,000円　到達水準：329,000円　最低水準：267,000円

　(2)「賃金カーブ維持相当分(構成組織が設定する場合)」「賃上げ分」
　　①「賃金カーブ維持相当分」
　　　【個別賃金】
　　　　・モデル賃金または実在者賃金において、34歳から35歳への引き上げ額・率を算出して設定
　　　　・引き上げ額の算出が困難な場合、ゴム連合調査結果による2025年推定賃金カーブ率を参考
　　　　　に設定
　　　【平均賃金】
　　　　・賃金体系または実在者賃金に基づく賃金カーブ維持に必要な原資を算出し、平均賃金の引き
　　　　　上げ額・率を設定。引き上げ額の算出が困難な場合、ゴム連合調査結果による2025年推定
　　　　　賃金カーブ率を参考に設定
　　②「賃上げ分」
　　　　・賃金の底上げや改善に向けては産業間格差の拡大防止や、実質賃金低下に対する生活防衛、
　　　　　組合員の労働の価値を意識し、実質賃金を維持・向上させる観点をふまえ、「めざすべき賃金
水準」を設定し、自社の賃金課題を明確にした上で目標への到達と課題の改善に取り組む。
　　　　・具体的には、「定期昇給に加え、賃金改善分10,000円以上」の賃上げをめざして取り組む。

　(3)規模間格差の是正(中小賃上げ要求)
　　・産業間、産業内における賃金格差拡大防止とゴム産業で働くことへの魅力を上げる観点から、35
　　　歳標準者モデルの所定内賃金額が280,000円以下の単組においては、「定期昇給に加えて賃金改
　　　善12,000円以上」の賃上げをめざして取り組む。

　(4)その他
　　・雇用形態間格差の是正、男女間賃金格差の是正
	１　「すべての労働者の立場に立った働き方」の改善
(1)過重労働対策
　①36協定の適正な運用管理と協定時間縮減に向けた取り組み。
　②特別条項付協定の締結人数・割合を確認し、締結者の削減に努める。
　③勤務間インターバル(終業から次の始業まで)の実態を把握し、労働者の休息時間の確保に努める。

(2)総実労働時間の縮減
　　①所定労働時間、所定外労働時間、年休取得の実績・職場実態を把握する。労働時間の偏りを改善するために全体の平均
　　　値だけでなく、個人別で実績把握する。
　　②年間総実労働時間1,800時間台の実現をめざして、ゴム連合のワーク・ライフ・バランス推進方針に掲げた理想形を参
　　　考として、要素ごとの課題を明確化する。
　　③課題解決に向けて労使で協議し、要素ごとに目標を設定・共有する。
　　④自社内に於ける目標数値の周知徹底や、労働生産性の向上を目的に投資を促すなど、目標の達成に向けて取り組む。
　　　※特に年休取得については労働者の権利であり、かつ会社の責務であることから取得促進に向けて積極的に取り組む。

２　職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み
　(1)正社員への登用制度の整備と教育制度の推進
　(2)賃金の適正な処遇に向けた取り組み
　(3)福利厚生制度の均等待遇に向けた取り組み

３　人材育成と教育訓練の充実に関する取り組み
　(1)付加価値創造の源泉である「働くことの価値」を高めていくためにも、職場を取り巻く様々な状況をふまえながら、人材
　　 育成方針の明確化や教育訓練機会の確保・充実、教育訓練を受けやすい環境整備など、雇用形態にかかわらず、広く「人
　　 への投資」に繋がるよう労使で議論する。

４　60歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み
　(1)公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられる中、60歳定年後も健康で安心して生活を送ることができ、かつ、高
　 　い意欲をもって働くことができるよう現行の再雇用制度の課題を把握し、改善に向けて取り組む。

５　職場における安全衛生対策の推進に関する取り組み
　(1)誰もが安心して働き続けることができる職場環境の実現に向けて、安全や衛生などの観点を考慮し、施設や設備などの職
　　 場環境の改善に取り組む。特に、暑熱職場の環境整備については、熱中症対策の観点からも力強く推進する。

６　テレワーク導入にあたっての労働組合の取り組み
　(1)テレワークや時差出勤などに関して、勤務実態を把握し、必要に応じ労使協議を通じた環境の整備に向けて取り組む。他

	一時金関連
	春闘時
	・昨年実績を基に、水準の向上・確保に向けて取り組む。
・業績低迷や企業存続への取り組みを継続している場合は、生活防衛を勘案し、水準の確保に向け
　た要求を行う。
・要求方式は、「春年間決定方式」を基本に取り組む。
	

	
	季別
	・同上

	



２．要求・回答・統一行動等
	交渉時期
	要求日
	回答日（統一交渉日程含む）
	統一行動等

	春闘時
	2月28日
	　集中解決ゾーン　3月18日～24日
	　―

	夏季
	　同上
	　同上
	　―

	年末
	　同上
	　同上
	　―


※本表は、大阪府が設定した項目に基づき、作成したものです。従って、各産別等要求方針の全てを記載しているものではありません。また、文言等は主旨の変わらない範囲で編集しています。
※季別（夏季・年末）交渉時の統一要求方針及び要求・回答・統一行動等は、一時金関連のみ記載しています。
